
高知県宿毛市地域おこし協力隊募集要項 

 

　宿毛市は人口約 1 万 8,000 人。四国の西南に位置し、黒潮と四国山地が育む温暖な気候と

豊かな自然に恵まれ、一年を通して暮らしやすいところです。 

　太平洋を流れる黒潮の恵みと、瀬戸内海の海水が混ざり合う豊後水道に面した宿毛湾は、全

国的にも珍しい多種多様な魚が集まる豊かな漁場です。そのため、「魚のゆりかご」「天然の養

殖場」とも称されるこの海では、まき網や定置網、一本釣りといった伝統的な漁業から、ブリ

やマダイなどの活発な養殖業に至るまで、多様な営みが日常的に行われています。また、水揚

げされた新鮮な魚を扱う宿毛湾中央市場が活気を見せており、それらを全国へ届ける加工・流

通に携わる事業者も多く、地域全体が「水産のまち」としての厚みある産業基盤を築いていま

す。 

　一方で、全国の地方都市と同様に、少子高齢化や過疎化の進行に伴う担い手不足、移住・定

住人口の確保といった課題にも直面しています。 

　そこで、地域外から意欲ある人材を受け入れ、新たな視点と発想で地域資源の魅力を再発見

し、宿毛市の認知度向上や地域活性化に取り組むとともに、宿毛市の水産業を盛り上げ、地域

と共に歩んでいただける『地域おこし協力隊』を募集します。 

 

１．活動内容　 

①水産事業者での研修・体験 

　・地域産業への深い理解と、事業者の課題解決や事業発展を伴走支援するため、魚市場、漁

業養殖、加工・流通といった各現場での研修・体験を実施します。現場に深く入り込むこと

で、隊員自身が発見した「強み」や「新しいニーズ」を積極的に提案していただき、担い手

確保や消費拡大といった地域課題の根本的な解決を目指します。その実現に向けて、私達と

一緒に挑戦していきましょう。 

②情報発信・広報 

　・水産業や移住に関する魅力の発信（SNS・WEB 記事・イベントレポート等） 

　・市内事業者紹介や研修記録のコンテンツ化 

③イベントの企画・運営 

　・魚食普及、観光連携、漁村のにぎわい創出イベントの設計・実施 

④連携・コーディネーション 

　・漁協・事業者・行政をつなぐ地域水産業のハブとして関係者間の連携促進 

※任期中の活動を主体としながら、卒業後の定住を見据えたキャリア形成や事業構築に向けた

相談や情報提供など、必要なサポートを行います。 

 

２．募集対象　　下記の全ての要件を満たす方 

　（ア）魚と自然が大好きな方 

　（イ）地域住民と積極的にコミュニケーションを図り、精力的に活動し、学び続けられる方 

　（ウ）３大都市圏をはじめとする都市地域等から宿毛市へ住民票を異動させて生活が 

　　　できる方 

　（エ）パソコンの一般的な操作ができる方 

　（オ）心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる方 

　（カ）協力隊終了後も宿毛市の水産振興に資する形で定住する意思のある方 



　（キ）普通自動車運転免許を取得し、日常的に利用されている方 

　（ク）市の条例及び規則等を遵守し勤務命令等に従うことができる方 

　（ケ）地方公務員法に規定する欠格条項に該当しない方 

※年齢・性別による募集制限はありません 

 

３．募集人員　１名 

 

４．勤務地（活動地域）　宿毛市内全域 

 

５．勤務日数、時間 

活動日数　原則週４日（火～金曜） 

　活動時間　原則８時３０分から１７時１５分まで（１日７時間４５分） 

　※夜間、土日等の休日勤務は、週勤務時間内で振替対応となります。 

 

６．雇用期間 

　 （ア）任用の日から当該年度の末日とし、最長３年まで延長することができるものとします。 

　（イ）協力隊員としてふさわしくないと判断したとき等は、雇用期間中であっても雇用を 

　　　取り消すことができるものとします。 

 

７．賃金 

　月額　１９６，６４０円　（１年目） 

※　期末手当、勤勉手当あります。 

※　着任年数に応じて昇給あります。 

※　通勤手当あります。 

※　別途２００，０００円を上限に引っ越し費用を補助します。 

※　別途月額４０，０００円を上限に家賃を補助します。 

※　退職手当はありません。 

※　上記の金額より税、社会保険料等の自己負担分が差し引かれます。 

 

８．社会保険の適用 

　健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険に加入します。 

 

９．応募手続 

　（ア）提出書類 

　　　・履歴書（市販のもの又はパソコンでの作成も可） 

　　　・作　文（Ａ４サイズで書式自由。パソコンでの作成可） 

　　　　次の題名で 1,000 文字程度の作文を作成してください。　 

※題名 

活動内容「宿毛市の地域おこし協力隊としてできること、やりたいこと」 

※また、ご希望に応じて、書類応募前に第０次面談も実施いたします。活動内容の 

詳細や、地域の魅力、住まい、生活課題などについて率直にお話しさせていただき 

ますのでお気軽にお問い合わせください。 



（イ）応募締め切り 

　　　令和８年８月３１日（月） 

（イ）申し込み・お問い合わせ先 

　　　〒788-8686　高知県宿毛市希望ヶ丘１番地　　宿毛市役所 

宿毛市産業振興課　水産振興係 

℡　0880-6２-１２４３　メールアドレス　sangyou@city.sukumo.lg.jp 

 

１０．選考 

　（１）第１次選考 

　　　　書類選考の上、結果を応募者全員に文書で通知します。 

　（２）第２次選考 

　　　　オンライン面談 

　（３）最終選考 

　　　　第２次選考合格者を対象に最終選考試験を行います。日時及び会場等の詳細につ　　　

いては、第２次選考結果の通知の際にお知らせします。なお、最終選考試験に要する

交通費及び宿泊費等は個人負担となります。 

　（４）最終選考結果の報告 

　　　　最終選考結果は、文書で全員に通知します。 

※住民票の異動は必ず雇用日以降に行ってください。それ以前に住所を異動させると

応募対象者でなくなり採用取り消しとなる場合があります。 

 

１１．その他　地域おこし協力隊を卒業後、宿毛市にて起業される方を対象に、起業支援金と

して最大 100 万円の補助制度を設けております。（補助対象等の条件あり）
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